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市からの連絡帳

公的年金等から公的年金等からのの
引き落とし方引き落とし方法法

　公的年金等を受給されている６５歳以上の方の公的年金等から算出される市民税・都民税について、１０月支給の公的年金等から１回目
の特別徴収（引き落とし）が開始となりました。
　なお、制度の内容については、市報１月１５日号、６月１日号、８月１日号、１０月１日号、市　HP にも掲載していますので、ご確認く
ださい。 ◆市民税課 　田 （札４６０－９８２７・９８２８）

【平成２２年度（次年度）年税額１００,０００円の納め方】
　４・６・８月は前年度の１２・２月の税額と同額を公的年金
等から引き落とします。１０・１２・２月は平成２２年度の年税額
から４・６・８月の税額を差し引いた残りの税額を各月に割
り振り、公的年金等から引き落とします。

【平成２１年度（初年度）年税額１００,５００円の納め方】
　６月と８月は昨年度までと同じく個人納付で納めていた
だきました。１０・１２・２月は年税額の２分の１を各月に割
り振り、公的年金等から引き落とします。

 届　出 

■ひばりヶ丘駅前出張所の駐
輪場の利用開始
　ひばりヶ丘駅前出張所に自転車で
ご来所される方には、大変ご不便を
おかけしていましたが、駐輪場利用
のための調整を行い、出張所の来所
用駐輪場利用を開始することになり
ました。
　利用時は駐車前に出張所で受付を
行ってください。
◆ひばりヶ丘駅前出張所
（札４２５－７５７７）

■市民カードの引替窓口開設
　自動交付機の利用を促進するた
め、印鑑登録証から市民カードへの
引替えおよび新規暗証番号登録、セ
キュリティ強化のための暗証番号変
更、生分解性プラスチックで作成さ
れた壊れやすい市民カード（番号が
金色で、番号の先頭が『０１０』『０１１』）
の引替えのための窓口を開設しま
す。
　時 ・　場 
１１月７日松、２１日松・保谷庁舎
１１月１４日松、２８日松・田無庁舎
各日とも午前９時～午後５時
□手続きに必要なもの
①印鑑登録証、ほうや市民カード、
西東京市民カードのうちいずれか　
②官公署の発行した顔写真付きの本
人確認書類（運転免許証、旅券、住
基カードな

ど）
※暗証番号を登録または変更する場
合は、必ず本人が来庁してくださ

い。
※破損カードを引替える場合の本人
確認は、健康保険証や年金手帳、社
員証などでも可能です。
※官公署の発行した顔写真付きの本
人確認書類をお持ちでない方が暗証
番号を登録する場合、①照会方式
（再度来庁が必要）、②即日登録の
できる保証人登録制度があります。
※代理人による引替申請は、代理人
選任届（本人自筆、登録印を押印し
たもの）と代理人の本人確認のでき
るものが必要です。
◆市民課 　田 （札４６０－９８２０）
　　　　　保 （札４３８－４０２０）

 国保・年金 

■国民健康保険「出産育児一時
金」の改正
　１０月１日～平成２３年３月３１日まで
の間、次の点が改正されました。
①支給額が変わります。
□改正前　３５万円
□改正後　３９万円（産科医療補償制
度に加入している医療機関などで出
産した場合は、４２万円）
②直接支払制度が始まります。
　かかった出産費用に出産育児一時
金をあてることができるよう、国民
健康保険から医療機関などに出産育
児一時金が直接支払われる制度が加
わりました。原則として、①の出産
育児一時金の範囲内で、まとまった
出産費用を事前に用意しなくても良
くなります。
　手続きは出産される医療機関など
でご確認ください。

◆健康年金課 　田 （札４６０－９８２１）

■国民健康保険高額療養費特
別支給金
～該当される方には通知します～
　月の途中で満７５歳になられ、長寿
医療制度に変わる月の高額療養費の
負担限度額計算については、平成２１
年１月から、負担限度額を２分の１
として判定する措置がとられていま
す。平成２０年４月から１２月の間に７５
歳に達した方についても同様の計算
で再度判定を行い、新たに支給額が
生じる場合は、高額療養費特別支給
金として支給することとなりまし
た。
　再判定の結果、該当される方には
通知を差し上げますので、申請して
ください。
□申請期限　平成２２年２月１日捷
（期限までに申請がない場合、支給
を受けることができません。）
◆健康年金課 　田 （札４６０－９８２１）

■国民健康保険被保険者証（保
険証）を更新
　１０月１日から有効の保険証を９月
中旬から世帯主あてに簡易書留でお
送りしました。
　配達日に不在のため、郵便局で保
管されていた保険証が保管期間経過
により戻ってきています。郵便物等
お預かりのお知らせをお持ちの方
は、お知らせと身分証明書（免許証、
パスポート、旧保険証、医療証な

ど）・
印鑑を持参し、健康年金課（田無庁
舎２階）でお受け取りください。
◆健康年金課 　田 （札４６０－９８２２）

■「社会保険料（国民年金保険
料）控除証明書」が発行
　国民年金保険料は、全額が確定申
告や年末調整の社会保険料控除の対
象です。
　確定申告などで社会保険料控除と
して申告をする際には、納付した国
民年金保険料を証明する書類の添付
が必要です。
　なお、家族の国民年金保険料を納
付された場合には、納付した方が社
会保険料控除として申告することが
できます。
　このため、９月３０日昌までに納付
した国民年金保険料額を証明した控
除証明書「社会保険料（国民年金保
険料）控除証明書」が社会保険庁か
ら１１月上旬に送付されます。
　年末調整、確定申告の手続きの際
には、この証明書と１０月１日以降に
納付した領収証書が必要になります
ので、大切に保管してください。
　問 武蔵野社会保険事務所　
（札０４２２－５６－１４１１）
◆健康年金課 　田 （札４６０－９８２５）

建引き落としの対象となっているかの確認方法
　平成２１年６月１０日に発送した納税通知書３ページ下段に、引き落とし
される金額と支払者の名称等が記載されている場合、引き落としの対象
となります。また、６月１０日の納税通知書発送後に対象にならなくなっ
た方には、非対象者となった旨のご通知をお送りしています。

税額の２分の１に相
当する額を特別徴収

公的年金等から特別徴収普通徴収
２月１２月１０月８月６月月
１６，６００１６，６００１６，８００２５，０００２５，５００税額

仮特別徴収した税額を
引いた残りを特別徴収

公的年金等から特別徴収
２月１２月１０月８月６月４月
１６，７００１６，７００１６，８００１６，６００１６，６００１６，６００

前年度１２月・２
月と同額を仮特
別徴収

１０月から市民税・都民税の公的年金等からの特別徴収（引き落とし）がはじまりまし１０月から市民税・都民税の公的年金等からの特別徴収（引き落とし）がはじまりましたた
～年金受給者で公的年金等からの特別徴収の対象となっている方へ～

　防災行政無線による定時チャ
イムの放送時間は、３月３１日ま
で、午後４時３０分の放送となり
ます。
◆危機管理室 　保 （札４３８－４０１０）

例：市民税・都民税
の年税額が平成２１年
度１００,５００円・平成２２
年度１００,０００円
（収入は公的年金等
のみ）の場合

建引き落としの対象となる公的年金等
　老齢基礎年金、老齢年金、退職年金などです。なお、引き落とす税額
を計算する対象となる公的年金等は、引き落としの対象より範囲が広
く、国民年金、厚生年金、共済年金、企業年金などがあります。
※障害年金・遺族年金などの非課税の年金からは、引き落としはされま
せん。

定時チャイム放送時間の
変更


